
Ｎｅｗｓ  Ｒｅ ｌ ｅａｓｅ 

 1

国土交通省九州運輸局

（問い合わせ先） 

九州運輸局 交通環境部 物流課 鹿毛、清嶋 

TEL：092-472-3154 FAX：092-472-2316 

九州経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 知識、友枝 

TEL 092-482-5455 FAX 092-482-5959 

 

平成 19 年度グリーン物流パートナーシップ推進事業の第２次募集について 
平 成 1 ９年 ６月 ２ ５日 

九 州 運 輸 局 

九 州 経 済 産 業 局 

 

グリーン物流パートナーシップ会議（主催：社団法人 日本ロジスティクスシステム協会、社団法人 日本

物流団体連合会、経済産業省、国土交通省、協力：社団法人 日本経済団体連合会）では、平成 19 年

度に行う荷主企業と物流事業者が協働して取組むＣＯ２排出削減プロジェクトの提案（モデル事業・普及

事業）の第２次募集を７月２日より開始します。  

第１次募集の場合と同様、同会議において提案の内容を審査し、推進決定されると、提案した事業者

は、経済産業省、ＮＥＤＯ（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）の補助制度を活用す

ることができます。 

 

【募集期間】  平成 19 年 7月 2日(月)～平成 19 年 7月 31 日（火） 

 

■モデル事業イメージ 

○荷主と物流事業者のパートナーシップにより実施される物流の改善方策を通じて、排出される CO2 削

減・環境負荷の低減が明確に見込まれるものであること。 

［例］ 

・輸送の効率化（輸送モードの転換やトラック輸送の合理化） 

・ＩＴ関連機器の導入による情報化や効率化 

・包装資材の削減等商品梱包の工夫による合理化 

・グリーン物流を推進するために必要とされる人材の教育、育成 等 

◇荷主企業と物流事業者の共同参画による事業のうち、特に従来のビジネスモデルには見られない新規

性のある工夫が凝らされているものであること。 

◇以上の条件を満たす提案であれば幅広く募集します。 

◇認定基準としては、荷主企業と物流事業者との間でパートナーシップが組まれていることが不可欠です

が、それに加え、①ＣＯ２排出削減効果、②事業の新規性、③政策的な評価（政策的な意義が高いも

の、地域の物流のボトルネック解消に資するもの、物流効率化法の計画策定案件等）を勘案し、グリーン

物流パートナーシップ会議が推進決定を行います。 

※ モデル事業問い合わせ先 

国土交通省： 政策統括官付政策調整官（物流担当）付 

電話：０３－５２５３－８７９９     ＦＡＸ：０３－５２５３－１６７４ 

経済産業省： 商務情報政策局 流通・物流政策室 

電話：０３－３５０１－００９２     ＦＡＸ：０３－３５０１－７１０８ 
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国土交通省九州運輸局

 

 

■普及事業イメージ 

○荷主企業と物流事業者のパートナーシップにより実施される物流の改善方策を通じて、排出される CO2

削減効果（省エネ効果）が明確に見込まれるものであること。 

［例］ 

・モーダルシフト 

・拠点集約化・輸送共同化による物流効率化 

・サードパーティーロジスティクスに際しての物流効率化 等 

○荷主企業と物流事業者の協働参加による事業であること。 

（普及事業においては「新規性」は必須の要件となりません。） 

◇以上の条件を満たす提案であれば幅広く募集します。 

◇認定基準としては、荷主企業と物流事業者との間でパートナーシップが組まれていることが不可欠です

が、それに加え、①事業費あたりの年間省エネ効果（省エネルギー量）及び省エネルギー率による評価

と、②政策的な評価（政策的な意義が高いもの、地域の物流のボトルネック解消に資するもの、物流効

率化法の計画策定案件等）を勘案し、グリーン物流パートナーシップ会議が推進決定を行います。※省

エネルギー率が低いもの（省エネ率 6%未満）は採択されませんのでご注意ください。 

※ 普及事業問い合わせ先 

九州運輸局 交通環境部 物流課 担当：鹿毛、清嶋 

電話：０９２－４７２－３１５４    FAX：０９２－４７２－２３１６ 

九州経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 担当：知識、友枝 

電話：０９２－４８２－５４５５    FAX：０９２－４８２－５９５９ 

 

募集内容の詳細は、グリーン物流パートナーシップ会議ホームページに掲載しております。 

http://www.greenpartnership.jp/ 

【参考】 

○ 平成１９年度の第１次募集における推進決定状況について 

   平成１９年度第１次募集による推進決定状況は、モデル事業４件、普及事業２９件（うち九州受付事案

６件）、ソフト支援事業７件の事業が推進決定となりました。 

○ グリーン物流パートナーシップ会議について 

荷主企業と物流事業者が協働して物流面におけるＣＯ２排出削減の自主的な取組を促進するため、平

成１７年４月に設置しました。 

   なお、九州地区では、平成１７年１０月に、九州運輸局と九州経済産業局が連携して、「九州グリーン物

流パートナーシップ推進協議会」を設置しています。 

○ 九州におけるグリーン物流パートナーシップに関する活動状況については、ホームページに掲載しておりま

す。 

           http://www.qst.mlit.go.jp/kyusyu_green/index.html 


